
政
令
第

号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率

化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備

等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び

効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
一
部
の

施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附
則
第
七
条
、
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
一
号
）
第
十
一
条
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
六
条
第
三
号
及
び
第
四
十
三
条
第
二
項
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章

関
係
政
令
の
整
備
等
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

経
過
措
置
（
第
七
条
）



附
則

第
一
章

関
係
政
令
の
整
備
等

（
災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
二
条
第
十
五
項
」
を
「
第
二
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

一

災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第

二
百
六
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項

二

相
続
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
一
号
）
第
四
条
の
十
第
二
項

三

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
防
衛
援
助
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号

四

揮
発
油
税
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
五
十
七
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号

五

酒
税
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号

六

所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
五
十
条
第
一
項

七

法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
四
条
の
四
第
三
項
第
一
号



八

石
油
ガ
ス
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号

九

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
税
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
五
十
一
号
）

第
七
十
二
条
第
七
項
第
一
号

十

電
源
開
発
促
進
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
百
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
号

十
一

石
油
石
炭
税
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号

十
二

た
ば
こ
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号

十
三

租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六
十

二
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項

十
四

内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確
保
を
図
る
た
め
の
国
外
送
金
等
に
係
る
調
書
の
提
出
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

九
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
）
第
三
条

十
五

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



第
二
条
第
五
号
中
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
の
七
第
二
項
第
一
号
中
「
第
二
条
第
十
五
項
」
を
「
第
二
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
の
八
の
八
第
三
項
第
一
号
中
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

（
印
紙
税
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

一

印
紙
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
百
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号

二

航
空
機
燃
料
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
一
号

三

た
ば
こ
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
百
五
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項

第
一
号

四

酒
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
十
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号

五

た
ば
こ
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
三
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号

六

沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
税
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政

令
第
百
七
十
三
号
）
中
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
国
税
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
政
令
第
七
十
四
条
の
二
第



八
項
第
一
号
の
改
正
規
定

（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
表
第
一
号
下
欄
ハ
中
「
提
示
」
の
下
に
「
又
は
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
二
条
第
八
項

に
規
定
す
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
行
政
機
関
等
へ
の
送
信
」
を
加
え
、
同
表
第
四
号
下
欄
イ
⑵
中
「
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
」
を
「
第
二
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

別
表
更
生
保
護
法
の
項
中
「
更
生
保
護
法
」
の
下
に
「
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
」
を
加
え
る
。

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政

令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。



第
四
十
三
条
第
二
項
の
表
第
十
七
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
九
項
及
び
第
十
一
項
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
八
条
の
二
第
十
二
項

）
を
備
え
る
市
町
村
の
長

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
備
え

る
市
の
市
長
を
経
由
し
て
当
該
住
民
基
本
台

帳
を
作
成
し
た
区
長

（
総
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
四
十
七
条
第
二
号
中
「
通
知
並
び
に
」
を
「
通
知
、
」
に
改
め
、
「
管
理
」
の
下
に

「
並
び
に
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
カ
ー
ド
代
替
電
磁
的
記
録
の
発
行
及
び
管
理
」
を
加
え
る
。

第
二
章

経
過
措
置

第
七
条

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の

向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
改
正
法
第
三
条
の
規



定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
の
二
の
規
定
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
四
条
の
規
定
中
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
更
生
保
護
法
の
項
の
改
正
規

定
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





理

由

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を

図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
所
要
の
経

過
措
置
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


